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10 小児医療（小児救急医療を含む） 

 

【現状と課題】 

（１）小児医療をとりまく状況 

① 小児の疾病構造 

○ 平成 26(2014)年患者調査による本県の小児(０歳から 14歳まで)の推計患者数

（調査対象期間の１日）は、入院が約 1.0 千人、外来が 32.4 千人です。 

入院については、喘息などの「呼吸器系の疾患」「周産期に発生した病態」（い

ずれも 0.2 千人）のほか、「神経系の疾患」「先天奇形、変形及び染色体異常」「損

傷、中毒及びその他外因の影響」（いずれも 0.1 千人）が、外来については「呼

吸器系疾患」（11.8 千人）が最も多くなっています。 

 

  ○ 比較的医療資源に恵まれた本県ですが、小児の死亡率は、平成 28(2016)年で

0.23 となっており、全国の値をやや上回っています。〔表 3-40〕 

 

◆ 小児死亡率（小児人口千対）の推移〔表3-40〕 

  
平成 19 

(2007)年 

平成 22 

(2010)年 

平成 25 

(2013)年 

平成 28 

(2016)年 

福岡県 

全体（0～14 歳） 0.28 0.30 0.27 0.23 

内

訳 

0～4 歳 0.66 0.68 0.67 0.50 

5～9 歳 0.08 0.11 0.10 0.08 

10～14 歳 0.12 0.13 0.06 0.11 

全国 

全体（0～14 歳） 0.28 0.26 0.23 0.21 

内

訳 

0～4 歳 0.69 0.63 0.55 0.51 

5～9 歳 0.09 0.08 0.08 0.07 

10～14 歳 0.09 0.09 0.08 0.08 

出典：厚生労働省「人口動態調査」、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」 

 

② 小児救急の現状 

○ 平成 28(2016)年の救急搬送人員 230,899 人のうち、18 歳未満の救急搬送人員は

19,337 人で全体の 8.4％を占めています。国勢調査による小児人口は平成 17(2005)

年の 701 千人から平成 27(2015)年の 676 千人と減少していますが、平成 17(2005)年

の 18歳未満の救急搬送人員数は 18,432人であり、増加傾向にあります。 

 

  ○ 小児の患者は他の世代と比べて、休日や夜間等、通常の診療時間外の受診が多いと

いわれています。このような受療行動には、核家族化や少子化、共働きなど社会や家

庭環境の変化が大きく影響しているとされており、このような背景も踏まえながら医

療提供体制を考えていく必要があります。 
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（２）小児医療の提供体制 

① 医療施設・医師等の状況 

○ 地域における日常的な小児医療は、小児科標榜診療所（小児かかりつけ医）や地域

の小児科病院が担っています。 

平成20(2008)年から平成26(2014)年にかけて、小児科単科又は小児科を主たる標榜

科とする診療所の数は274から265に、小児科を標榜する病院の数は101から96に減少

しています。〔表3-41〕 

 

◆ 福岡県の一般小児科医療を担う診療所数・病院数の推移〔表3-41〕 

 平成 20 

(2008)年 

平成 23 

(2011)年 

平成 26 

(2014)年 

診療所 

(小児科が主たる診療科＋小児科単科) 

福岡県 274 271 265 

全国 5,409 5,381 5,510 

病院 福岡県 101 97 96 

全国 2,932 2,765 2,677 

出典：厚生労働省「医療施設調査」 

 

◆ 二次医療圏別小児科標榜医療機関の数〔表3-42〕 

二次医療圏 
小児科標榜 

医療機関の数 

  
小児人口 
10 万人対 病院 診療所※ 

全国 8,187  2,677 5,510  51.5  

福岡県 361  96 265  53.4  

   福岡・糸島 111  18  93  52.1  

  粕屋 18  5  13  38.3  

  宗像 12  2  10  55.9  

  筑紫 29  6  23  43.0  

  朝倉 8  2  6  75.7  

  久留米 35  8  27  57.1  

  八女・筑後 9  3  6  51.1  

 有明 25  12  13  98.4  

  飯塚 14  5  9  62.3  

  直方・鞍手 10  3  7  74.3  

  田川 10  6  4  62.7  

  北九州 71  24  47  52.1  

  京築 9  2  7  37.3  

出典：厚生労働省「医療施設調査（平成 26(2014)年）」 

     ※診療所は、「小児科が主たる診療科」＋「小児科単科」。 
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○ 県内の小児科を主たる標榜科とする医師数(小児人口10万人あたり)は、平成

22(2010)年から平成28(2016)年にかけて、110.7人から117.0人に増加していますが、

小児科を標榜する医療機関や小児科医は二次医療圏ごとに偏在が見られます。 

小児科医が全国平均104.9人より多い二次医療圏は福岡・糸島、久留米、有明、北

九州で、他の二次医療圏は全国平均以下となっています。〔22p表2-2-2〕〔表3-42〕 

 

◆ 福岡県の医療施設従事医師数（主たる診療科：小児科）〔表3-43〕 

 平成 22 

(2010)年 

平成 24 

(2012)年 

平成 26 

(2014)年 

平成 28 

(2016)年 

医師数（小児科） 773 771 791 813 

小児人口10万人あたりの数（福岡県） 110.0 110.5 113.2 117.0 

小児人口10万人あたりの数（全国） 93.1 97.4 101.6 104.9 

出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」 

 

 ○ 入院医療については、近隣の医療圏に多くを依存している医療圏があり、概ね県内

４つの生活圏単位での対応となっています。 

外来診療については、一部の医療圏で一定程度隣接する医療圏への依存が見られる

ものの、概ねそれぞれの二次医療圏で対応ができていますが、地域の小児科開業医が

高齢となり、地域によっては初期救急や学校医を担う人材の確保が難しくなりつつあ

ります。 

 

② 小児救急医療体制 

○ 休日・夜間の初期救急医療は、小児科医の在宅当番医制又は休日夜間急患センター

等により全ての二次医療圏で対応がなされています。〔表3-44〕 

  地域によっては小児科医の確保が困難であるため、小児科医以外の医師の協力体制

により確保している地域もあり、小児救急医療体制の継続性の確保が課題になってい

ます。小児科医の負担軽減のため、地域の実態にあった体制を整備する必要がありま

す。 

 また、一部の医療圏では、地元の小児科医等が地域の小児医療の拠点となる病院に

出務して初期医療を行うなどの連携を図ることにより、休日・夜間の診療体制の確保

を図っている事例もあります。〔図3-13、表3-43〕 

 

○ 入院加療を必要とする二次救急医療は、小児科標榜の病院群輪番制などにより対応

しています。24時間365日の小児二次救急医療体制を確保している一部の医療圏が、

隣接する医療圏を補完しています。 

また、三次救急医療は、九州大学病院小児救命救急センターのほか、小児の救命救

急に対応可能な県内各地域の救命救急センターで対応しており、小児の二次・三次救

急医療は、概ね県内４つの生活圏単位で提供されています。 
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◆ 連携イメージ図 〔図3-13〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 相談支援等  

○ 小児救急医療体制を補完するため、平成16(2004)年10月から実施している「小

児救急医療電話相談事業（＃8000）」については、平成27(2015)年４月から相談

時間を土日祝日の日中にも拡大し、平日19時～翌朝７時、土曜12時～翌朝７時、

日祝７時～翌朝７時として利便性の向上を図っています。 

 

◆福岡県小児救急医療電話相談事業（＃8000） 

 
休日夜間に、子どもの急な病気、ケガに関する相談を経験豊かな看護師、又は必要に応

じて小児科医がアドバイスします。 
 
○相談内容：子どもの急な病気（発熱、下痢、嘔吐、けいれん等）、ケガに関すること  
○受付時間：（平日）19 時～翌朝７時、（土曜）12 時～翌朝７時、（日祝）７時～翌朝７時 
○相談窓口： 

地 域 対応施設 専用回線 

北九州地域 小児救急センター（北九州市立八幡病院内） 093-662-6700 

福 岡 地 域 福岡市立こども病院 092-661-0771 

筑 後 地 域 聖マリア病院 0942-37-6116 

筑 豊 地 域 飯塚病院 0948-23-8270 

※プッシュ回線・携帯電話のどちらでも＃8000（県内同一短縮番号）でつながります。 

※携帯電話からの＃8000 の場合、ＮＴＴドコモ→筑後地域、ａｕ(ＫＤＤＩ)→筑豊地域、 
ソフトバンク→北九州地域につながります。 

 ※23 時以降及び土日祝日の 19 時までは、専用のコールセンターで対応しています。 

 

 

○ 子どもが病気になった時の症状別対処方法や上手な医者のかかり方などを記

載した「福岡県小児救急医療ガイドブック」を、市町村による乳児家庭への訪問

や母子健康手帳の交付時、乳幼児健康診査の際などに配布し、小児救急に関する

知識の普及と啓発に努めています（平成18(2006)年度から実施）。 

 

 

センター等 

出務 搬送 
 

出務 

重症 重症 

二次救急病院への受診集中を緩和するため、休日

夜間急患センター等での初期救急の充実を図る 

   

 

 
休日夜間救急 

センター 

二次救急医療
機関等 

地元の小児科医等 

出務 

重症 

二次救急病院等の医師が二次医療に専念できるよ

う、地元の小児科医等の出務により、二次救急病院

での初期診療を行う 

 

搬送 軽症患者への
治療 

入院を要する 

患者への治療 

二次救急医療機関等（院内での役割分担） 

軽症患者への
治療 

入院を要する 

患者への治療 

出務 

地元の小児科医等 

重症 
重症 

（一次救急） （二次救急） 

（一次救急） （二次救急） 
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 ④ 災害時における小児医療の提供体制 

○ 重篤な小児患者への医療をはじめ、災害時においても必要な小児医療が円滑に

提供できるよう、国において災害時における小児医療や周産期医療の調整役（災

害時小児周産期リエゾン）を養成する取り組みが始まっています。小児医療を担

当する当該リエゾンを中心とした、災害時における小児医療施設の連携が求めら

れています。 

 

【医療機能と医療連携】 

（１）一般小児医療 

 ○ 地域の小児科診療所・標榜病院は、地域における一般的な小児医療を担います。また、

専門性の高い疾患・高度な医療を要する疾患については、患者を適切な高次医療機関に

紹介する窓口となり、地域に戻る際の転院の受け皿あるいは在宅療養の支援の機能を担

います。 

 

○ 発達障がい児に対する専門的な診療等を担う医師の数には限りがあることから、地域

の小児科でも発達障がい児への診療等を担います。 

 

（２）小児救急医療・高度な小児専門医療 

 ○ 小児の休日・夜間等時間外の初期医療については、休日夜間急患センターや小児科在

宅当番医等が担います。 

 

 ○ 日本小児科学会の「中核病院小児科・地域小児科センター登録事業」に登録され

ている病院など、地域における小児医療の拠点となる病院は、地域の一般小児医療

施設等と連携し、入院加療を要する小児患者を24時間365日体制で受け入れる機能

や、一般の小児医療施設では対応が困難な専門的医療を実施する機能を担います。 

   また、九州大学病院小児救命救急センターや、小児に対応可能な県内各地域の救命

救急センターは、高度な医療が必要な小児患者に対する救急医療を担います。 

 

（３）その他 

  ○ 日頃から小児のかかりつけ医を持つことと併せ、休日・夜間における子どもの急

病等に対する相談体制の確保や、適切な受療行動、急病等への対応に関する県民へ

の啓発などが求められます。 

 

【今後の方向】 

（１）医療体制等の整備 

○ 休日・夜間の小児初期医療を支える医師の状況の把握に努め、地域の小児科医

等への時間外の医療体制への参画の働きかけや、地域の小児拠点病院と地元開業

小児科医の連携の促進、地域の小児救急医療体制を支援する市町村等への支援な

どを通じ、地域の実情に応じた小児初期医療の体制の確保を図ります。 
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○ 二次及び三次医療については、関係医療機関の医療機能を把握し、日本小児科

学会の「中核病院小児科・地域小児科センター登録事業」に登録されている病院

を中心に、県内４つの生活圏ごとに医療提供体制の整備を図ります。 

 また、小児救命救急センターの整備や運営に対する支援に努め、小児救命救急

センター及び救命救急センターによる三次救急の体制の整備を図ります。 

 

 ○ 関係医療機関の協力のもと、重篤な小児患者の状況を調査し、あわせて予防可

能死を減らすために小児の死亡の把握に努め、小児の医療体制の充実の方策につ

いて検討を行います。 

   また、急性期を脱した小児患者等が地域の小児科病院や在宅療養へ円滑に移行

できるよう、関係医療機関の連携体制の構築について検討を進めます。 

 

 ○ 発達障がい児の診療等に対応できる一般小児科が充実するよう、関係者への講習等

の実施に努めます。 

 

（２）適切な受診に関する啓発 

○ 子どもの急病やケガに対し、 家庭において適切な対処や受療行動ができるよ

う、日頃からかかりつけ医を持つことの重要性と併せ、小児救急医療電話相談事

業（＃8000）及び「福岡県小児救急医療ガイドブック」を活用した周知に努めま

す。 

 

（３）災害時の小児医療対策 

 ○ 小児救急医療機関による災害時のネットワークを平時から構築するとともに、

在宅療養児の災害時の医療ニーズ把握等の方策を検討し、災害時小児周産期リエ

ゾン（小児担当）を中心とした、災害時の小児医療体制の構築に取り組みます。 

 

【目標の設定】 

 

指標 
現状 

（平成 28(2016)年度） 

目標 

（平成 35(2023)年度） 

小児死亡率（小児人口千対） 0.23 
全国平均以下 

（参考 H28:0.21） 
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◆ 福岡県の小児救急医療体制〔表3-44〕 

（平成29(2017)年６月現在）  

 

● 休日夜間急患センター ○ 在宅当番医制 ☐ 小児救急医療支援事業 △ その他 

 

 

  










